
内部統制システム構築に関する基本方針 

（１）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

①当社グループの取締役は、法令、定款、取締役会規則・稟議規程等の規程に従って職
務を執行するとともに、法令はもとより社会規範にかない、遵守しなければならない
倫理規範と実践すべき行動基準を定めた「共創未来グループ倫理綱領」（以下「倫理
綱領」という）に従って行動する。また、当社はガバナンス担当役員を定め、関係規
程を整備し、当社グループのガバナンスの推進を図る。 

②当社は、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループにおける、法令、規程、社
会規範の遵守体制と企業倫理の確立を推進する。 

③当社は、取締役会および取締役による監督機能を強化するため、執行役員制度を採用
し、取締役会および取締役による監督機能と執行役員による業務執行機能とを分離す
る。 

④取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、当社およびグループ会社
の業務執行状況を正しく取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互
に監視・監督する。 

⑤取締役は、金融商品取引法の規定に従って、グループ会社の財務報告に係る内部統制
が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用および評価を継続的に行い、当社グルー
プの財務報告の信頼性と適正性を確保する。 

⑥当社グループは、不正の未然防止、早期発見および早期是正を目的として、内部通報
制度を設置し、その通報窓口を社内および社外に設けるとともに、通報者に対する不
利益な取扱いを禁止する。 

 また、ハラスメント事案の発生防止および迅速な対応を図るため、社内外に相談・通
報窓口を設置し、その周知徹底と適切な対応を行う。 

⑦当社は、取締役会の諮問機関として、以下のとおり委員会を設置する。 

イ．取締役および代表取締役の選解任、取締役の報酬等の内容の決定ならびに代表取
締役等のサクセッションプラン等について必要な審議を行ない、意思決定の透明
性に資することを目的とした、指名報酬委員会（委員は3名以上の取締役で構成
し、委員の過半数および委員長は社外取締役から選任） 

ロ．サステナビリティに係る対応を経営上の重要課題と認識し、サステナビリティ経
営を推進することを目的とした、サステナビリティ推進委員会 

ハ．投資案件に関する意思決定にあたり、その妥当性の審議を行うことを目的とした、
投資委員会 

ニ．企業価値の持続的な向上に向け、当社および当社グループに関する重要な経営戦
略、事業戦略等を検討することを目的とした、経営戦略委員会 

 

（２）使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

①当社グループは、使用人が常にコンプライアンスを意識して職務を執行することを確
保するために、倫理綱領の実践的運用と徹底を図る。特に、薬事関連の法規、独占禁
止法等の公正競争の確保に関する法規、企業情報・個人情報の厳重管理等については、
その遵守体制の維持・強化を図るとともに、その教育・啓発に注力する。 

②当社は、職制を通じて業務執行の徹底および管理を行う。問題が発生した場合は、就
業規則に従って適正かつ厳正に対処するとともに、直ちに再発防止策を講じる。 

③当社は、定期的な内部監査を実施することにより、当社グループの使用人の職務の執
行が法令、定款および各種規程に適合しているかを確認するとともに、適正な職務の
執行の維持・強化を図る。 

 

 

（３）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

①当社は、取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録も含む）およびその他重要な情



報を、法令および「文書取扱規程」に基づいて、適正に保存・管理する。 

②当社は、取締役の職務の執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査等委
員の監査を受けることにより、その適正性を確保する。 

 

（４）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社は、リスク管理委員会を設置し、当社グループのリスク管理体制の整備を進める
とともに、当社グループに生じる可能性のあるリスクの早期発見・把握に努め、グル
ープ全体のリスクマネジメントの推進を図る。 

②当社は、共創未来グループ災害等対策委員会を設置し、当社グループにおける災害を
はじめとする緊急事態発生に備えて、災害対策、事業継続計画を策定するとともに、
発災時には組織の被害を最小限に抑え、迅速な復旧と事業の継続を図る。 

③当社は、当社グループに緊急の事態が発生した場合には、代表取締役 社長執行役員
（もしくは代表取締役 社長執行役員が指名する者）が指揮する対策本部を当社もし
くは事業運営会社に設置し、前号の事業継続計画に基づき迅速な対応を行い、医薬品
供給体制の維持・確立を図る。 

④当社は、情報資産の保護のための体制構築を定めた「情報セキュリティ基本規程」に
基づき、情報セキュリティ委員会を設置するとともに、情報セキュリティを維持する
ための全社的なマネジメント体制を構築する。 

⑤当社は、コンピューター処理システムの正常な稼働を維持するために、複数のデータ
センターを置いてバックアップ体制を確保し、事故に備えた適切な体制を構築する。 

 

（５）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①当社は、取締役会を毎月１回定時に開催または必要に応じて臨時に開催し、経営に関
する重要事項について審議して決議するほか、取締役の業務執行状況の監督等を行う。 

②当社は、取締役会に上程する重要事項については、事前にグループ経営委員会におい
て充分な検討を行う等により、迅速かつ適切な意思決定を行う体制を確保する。 

③当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われるために、「組織規程」・「業務分掌
規程」・「職務権限規程」を定め、各組織および職務の責任者およびその責任と執行
手続きを定める。 

④当社は、中期経営計画および年次経営計画に基づいた当社グループの事業活動の進捗
状況を、定期的に取締役会において確認する。 

 

（６）企業集団における業務の適正を確保するための体制 

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務執行の重要事項は事前にグル
ープ経営委員会において協議・検討するとともに、必要に応じて取締役会に付議・報
告をさせる。 

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
当社は、（４）に定める損失の危険の管理に関する規程およびその他の体制に則り、
当社グループ全体に生じる可能性のあるリスクの早期発見・把握と、当該リスクによ
るマイナスの影響を最小化する。 

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
当社は、「関係会社管理規程」に定める基本方針に基づき、子会社の事業および経営
に関する重要な事項については当社の取締役会に付議・報告を行う。 

④子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制 
イ．当社は子会社に対し、業務の適正を確保するために、倫理綱領に定める倫理規範

に基づく行動基準の実践を徹底させる。 
ロ．当社は、当社の定期的な内部監査を実施することにより、子会社の業務監査を実

施し、職務の執行の適正性を確保する。 



 

（７）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

①当社は、監査等委員会の補助すべき使用人について、常勤監査等委員が置かれていな
い場合は必置とし、その他必要に応じて設けるものとする。 

②当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価に関する事項
は、監査等委員会および常勤監査等委員との協議を経たうえで決定する。 

 

（８）監査等委員会への報告に関する事項 

①監査等委員は、取締役会等の重要な意思決定会議に出席し、または必要に応じて議事
録等を閲覧するとともに、取締役および当社グループの使用人から重要事項の報告を
受ける。 

②取締役および執行役員は、法令・定款違反等会社に著しい損害を及ぼす重要な事実が
発生し、または発生する可能性が高いと判断した場合は、速やかに監査等委員会また
は常勤監査等委員に報告する。 

③代表取締役が決裁する稟議は、決裁後速やかに監査等委員に供覧する。 

 

（９）監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受

けないことを確保する体制 

当社は、監査等委員会または常勤監査等委員へ報告を行った当社グループの役職員
が、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けることを禁止し、その
旨を当社グループの役職員に周知徹底する。 

 

（10）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当

該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

①当社は、監査等委員会が職務の執行上必要に応じて利用する弁護士、公認会計士、コ
ンサルタント等の費用を負担するものとする。 

②当社は、上記のほか監査等委員が職務の執行上必要とする費用についても、負担する
ものとする。 

 

（11）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等
委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行い、相互に
意思疎通を図る。 

②監査等委員会は、会計監査人から会計監査の計画、方法および結果について定期的に
報告を受け、情報交換を行い、効率的な監査を実施する。 

③内部監査部門は、内部監査結果、内部監査情報その他必要な情報を監査等委員会に提
供し、監査等委員会との緊密な連携を図る。また、監査等委員会は、必要に応じ、内
部監査部門に対し監査事項等について調査を求めることができる。 

④当社は、監査等委員が会社の顧問弁護士とは別に監査等委員会専用の弁護士と顧問契
約を締結し、活用することを保証する。 

 

（12）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および体制 

当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に

対して毅然とした姿勢で臨み、反社会的勢力および団体による経営活動への関与や

被害を防止するために、倫理綱領等において反社会的勢力および団体とは関係遮断

を徹底することを基本方針に定めるとともに、組織的体制を整備し、警察当局等と連

携した情報収集や役職員に対する啓発活動等により、関係の排除に取り組む。 

 



前述の基本方針に基づく、2025年度の内部統制システムの運用状況の概要は以下の

とおりであります。 

 

（１）職務の執行の適正性・効率性を確保するための取り組み 

・当社では、取締役会を原則として月に１回開催しているほか、必要に応じて臨時の
取締役会も開催することで、適正な業務執行の確保および迅速な意思決定を図って
おり、当事業年度においては、13回開催しています。 

・当社グループの経営戦略や事業戦略および重要な業務執行に関する事項を協議・検
討するため、取締役および部門責任者等で構成される「グループ経営委員会」を設
置しています。本委員会は、原則として毎月開催し、取締役会に上程すべき重要事
項や各事業における取り組みおよび課題への対応策等について協議・検討していま
す。なお、当事業年度においては、12回開催しています。 

・当社の取締役9名のうち5名は社外取締役であり、そのうち4名が監査等委員であり
ます。これらの社外取締役は、前述の会議をはじめとする重要会議に出席し、随時
必要な意見を表明しています。また、その他重要事項についても重要な決裁書類等
の確認を通じて監査に必要な情報が監査等委員に適切に伝達される仕組みを構築・
運用しています。 

 

（２）コンプライアンス推進およびリスク管理に関する取り組み 

・2025年6月にCGO(チーフ・ガバナンス・オフィサー)を設置し、ガバナンス改革の
推進責任者として、グループ全体のコンプライアンス、リスクマネジメント体制の
統括・実行を担うことで、実効的なガバナンス体制の構築を推進しています。 

・2025年10月に社外委員より構成されたガバナンス強化特別委員会から受領した最
終答申を受け、提言された事項を着実に実行に移すために具体的な取り組み方針を
策定し、CGO統括の下で取り組みを進めています。 

・当社グループでは、全ての役職員に対してコンプライアンス研修の受講を義務付け
ており、特に重要かつ専門的な法令として位置付ける独占禁止法、贈収賄防止およ
び購買関連法規など、社外専門家による専門研修も実施しています。 

・当社の行動指針である「倫理綱領」を用いた教育研修や啓発活動を通じ、当社グル
ープ全体を挙げて役職員の意識および知識の向上に取り組んでいます。 

・内部通報制度の強化・充実を図るべく、2025年4月にコンプライアンス推進部を新
設しました。また、内部通報制度の運用状況についてはコンプライアンス委員会お
よび取締役会に報告されています。 

・リスクマネジメントについては、リスク管理委員会において当社グループを取り巻
くリスクを洗い出し、発生頻度や影響度に応じたリスクマッピングを通じて重要リ
スクを特定したうえで、対応方針等の策定を行い、グループ全体のリスク管理を統
合的に推進・監督しています。 

・自然災害等の発生に備え、安否確認訓練や防災訓練等を定期的に実施するとともに、
共創未来グループ災害等対策委員会において、災害対策本部の立ち上げ基準の見直
し等を行い、不測の事態発生時における組織的な対応体制の整備と業務の適正な継
続を確保しています。 

・情報セキュリティについては、お取引先からお預かりした情報資産ならびに当社が
業務上保有する情報資産に関し、「情報セキュリティ基本方針」および「情報セキ
ュリティ基本規程」に従い、その保護に努めています。また、情報セキュリティ委
員会にて、情報セキュリティに関する施策を企画・推進し、当社グループ全体の情
報セキュリティの確保に努めています。 

 

（３）グループ管理体制について 

当社グループ会社の管理については、前述の運営体制に加え、「関係会社管理規程」
に則り、報告体制を整備するとともに、子会社の適切な管理を行っています。また、



主要な子会社の経営状況の把握や重要案件についてはグループ経営委員会において
協議を行う体制を構築しています。さらに、当社の内部監査部門であるグループ監査
室は、監査計画に基づき、グループ各社に対する内部監査を実施しています。 

 

（４）監査の実効性確保のための取り組みについて 

監査等委員は取締役会およびグループ経営委員会等の重要な会議に出席し、業務執行

および管理に関する情報、ならびに内部統制の実効性に関わる情報を入手していま

す。また代表取締役や各部門の責任者等と定期的に会合を持ち、意見交換を行うとと

もに、会計監査人、グループ監査室および子会社監査役からも定期的または随時に報

告を受け、情報交換を行っています。これらの取り組みにより、関係部門と緊密な連

携を図ることで、監査の実効性を確保しています。 

 

 

以 上 

 


